
平塚市地域活動再開円滑化交付金交付要綱  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、ポストコロナの社会への対応を見据えるとともに、コ

ロナ禍以前のような地域のつながりの再構築を図ることを目的とし、平塚

市自治会連絡協議会並びに平塚市自治会連絡協議会に加入する地区連合会

及び単位自治会等の各種地域活動団体（以下「地域活動団体」）が行う、

新たな地域交流イベントや地域コミュニティ活動の再開に必要な、財政上

の支援としての平塚市地域活動再開円滑化交付金（以下「交付金」とい

う。）を交付することについて、補助金等の交付に関する規則（昭和５４

年規則第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。  

（交付対象からの排除）  

第２条  市長は、平塚市暴力団排除条例（平成２３年条例第９号）第８条に

規定する必要な措置として、地域活動団体の代表者又は役員のうちに暴力

団員に該当する者があるものは、交付金の交付対象としないもととする。  

２  市長は、交付金の交付の決定を受けた者が前項各号のいずれかに該当す

る場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付された

交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。  

３  市長は、必要に応じて、交付金の交付の申請をした者又は交付の決定を

受けた者が第１項各号のいずれかに該当するか否かを神奈川県警察本部長

に対して確認を行うことができる。  

（交付対象事業）  

第３条  この交付金の交付対象となる事業は、平塚市自治会連絡協議会並び

に地域活動団体が実施するポストコロナにおける、新たな地域交流イベン

トや既存事業における新たな要素を取り入れた地域コミュニティ活動とす

る。  

２  前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、交付金の交付対象としな

い。  

(１ )  法令及び条例等の関連する規定に反する事業  



(２ )  全市的な施策、計画又は基準に沿って決定すべき事業  

(３ )  営利を目的とする事業  

(４ )  宗教活動又は政治的活動に係る事業  

(５ )  特定の個人又は団体が利益を受ける事業  

(６ )  単に現金又は物品の給付を行う事業  

(７ )  公序良俗に反する事業  

(８ )  前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業  

（交付対象経費）  

第４条  この交付金の対象となる経費は、交付対象事業に要する経費とする。

ただし、次に掲げる経費は交付の対象としない。  

（１）  飲食費  

（２）  懇親会費  

（３）  慰労的な研修費又は成果報告のない研修費  

（４）  慶弔費  

（５）  上部・他団体への負担金・分担金  

（６）  積立金  

（７）  前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費  

（交付金額）  

第５条  交付金の額は一団体につき１０万円を限度とし、予算の範囲内で交

付する。  

（交付金の交付申請）  

第６条  規則第５条の規定による交付金の交付申請は、平塚市地域活動再開

円滑化交付金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に

提出するものとする。  

（１）  事業計画書  

（２）  収支予算書  

（３）  収支予算書の作成にあたり徴収した見積書等  

（４）  事業の状況が分かるイベント会場のレイアウト図  

（５）  その他市長が必要と認める書類  



２  交付金の交付を受けようとする者は、前項の申請を行うに当たって、消

費税及び地方消費税を交付対象経費とする場合にあっては、当該交付金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（交付対象経費に含まれる

消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当

該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税

の税率を乗じて得た金額の合計額に交付対象経費に占める交付金の割合を

乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければなら

ない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。  

（決定及び交付決定の通知）  

第７条  市長は、前条第１項の申請があったときには、別に定める基準によ

り審査し、規則第７条の規定に基づき平塚市地域活動再開円滑化交付金交

付決定通知書（第２号様式）により通知する。  

（決定の変更等）  

第８条  交付決定を受けた団体は、活動の事業計画書若しくは収支予算書に

記載された事項の変更又は新規事業の追加等の必要が生じた場合、平塚市

地域活動再開円滑化交付金事業変更承認申請書（第３号様式）、または平

塚市地域活動再開円滑化交付金事業中止承認申請書（第４号様式）と併せ

て、変更後の事業計画書や収支予算書等の関係書類を市長に提出しなけれ

ばならない。  

２  市長は前項の申請があった場合、その内容を審査し、交付対象事業の変

更又は追加等の可否等を決定するものとする。  

３  市長は、前項の規定により交付対象事業の変更又は追加等の可否を決定

したときは、平塚市地域活動再開円滑化交付金事業（変更・中止）承認通

知書（第５号様式）により当該申請団体にその旨を通知する。  

（社会情勢の変化等に伴う交付事業の中止）  

第９条  市長は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響等による社会情勢の

変化等により、必要があると認めるときは、平塚市地域活動再開円滑化交



付金交付事業の中止を求める通知書（第６号様式）により、交付事業の中

止を求めることとする。この場合において、市長は必要に応じて交付決定

の内容を変更し、または条件を付すことができる。  

２  前項の規定による交付決定の内容の変更を行ったとき、または条件を付

したときは、理由を付して書面により通知するものとする。  

（実績報告）  

第１０条  規則第１１条の規定による実績報告は、当該事業終了後、速やか

に平塚市地域活動再開円滑化交付金実績報告書（第７号様式）に次に掲げ

る書類を添えて行うものとする。  

（１）  事業報告書  

（２）  収支決算書  

（３）  事業実施に係る領収書の写し  

（４）  事業実績を証する成果物や実施状況が分かる写真等  

（５）  事業の実施状況を広報したことが分かる書類  

（６）  前４号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

２  第９条の規定により交付事業を中止する場合、前項の規定による事業報

告書は、交付事業の準備及び交付事業の中止までの経緯を報告することと

する。  

３  消費税及び地方消費税を交付対象経費とする場合にあっては、交付事業

者は、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明ら

かな場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。  

（交付金の額の確定等）  

第１１条  市長は、前項の規定による実績報告を受けた場合において、当該

報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行った上で、交付事

業の成果が交付金の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めると

きは、交付すべき交付金の額を確定するものとし、規則第１２条による通

知は、平塚市地域活動再開円滑化交付金確定通知書（第８号様式）により

行うものとする。  

（交付金の請求）  



第１２条  前条の規定により交付金の額の確定通知を受けた者は、市長の指

示に従い交付金の支払を請求するものとする。  

(決定の取消し ) 

第１３条  市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(１ )  交付金を当該交付事業以外の用途に使用したとき。  

(２ )  交付金の全部又は一部を使用しなかったとき。  

(３ )  偽りその他不正な方法により交付金の交付を受けたとき。  

(交付金の返還 ) 

第１４条  市長は、交付金の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくは

これに付した条件を変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部

分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還

を命ずることができるものとする。  

(決定の辞退 ) 

第１５条  交付金の交付決定をされた事業内容が履行できなくなった場合、

交付決定の辞退を申し出ることができるものとする。  

（関係書類の整備）  

第１６条  規則第１６条に規定する会計帳簿その他証拠となるべき書類は、

当該交付決定を受けた事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から

５年間保管しなければならない。  

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還）  

第１７条  消費税及び地方消費税を交付対象経費とする場合であり、かつ、

当該経費について消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が発生する場

合、交付事業者は、消費税の申告により当該交付金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額が確定後、消費税仕入控除税額報告書（第９号

様式）により、速やかに市長に報告しなければならない。  

２  市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入

控除税額の全部又は一部の返還を命じずるものとし、交付事業者はこれに

速やかに応じなければならない。  



（その他）  

第１８条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、令和５年６月３０日から施行する。  

（有効期限）  

２  この要綱は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日

の属する年度以前の年度の予算に係る交付金については、この要綱は、同日

後もなおその効力を有する。  


